
緊急シンポジウム～工藤祥子さんの講演より②

公務災害申請～328時間55分が認定外に！
給特法により、「証拠がない」「勝手にやった」

●過労死が起きた際の対応～民間では
電通の新入社員が過労自死では、社長が謝罪し、安全配慮義務違反

などで改善策を出しました。十分とは言えませんが、民間企業では、
社会的制裁を受けたり、労基署に訴えたりすることができます。

●教員が過労死をした場合～公務災害を申請
教師が過労死をした場合、民間の労災にあたる公務災害の申請をします。他界から５年半かか

ってやっと認定されたのですが、裁決書を見て、愕然としました。弁護士とともに記録を集め、
証明できるものとして、表Ｃの記録を提出しました。しかし、結果として認定されたものは、表
Ｄのように、多くの時間が認定外とされました。

●給特法によって時間外労働という定義がないため、多くの時間が認定外に
この大きな理由は、給特法で

す。給特法によって、時間外労
働という定義がないために、定
時以外の多くの時間が「勝手に
やった仕事」「証拠がない」と
されてしまいました。
他界前６か月で、３２８時間

５５分もの時間が「労働ではな
い」とされてしまいました。こ
の事実を、みなさんはどう思い
ますでしょうか。
我が家の場合は、あまりにも

過重過密労働のため認定されま
したが、多くの方が「勝手にや
った仕事」として認定外とされ
ています。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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